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認知症カフェ情報▼認知症の人や、その家族、支援者が集い、自由に話せる場所です。
み ら い�：� １月15日㈫13：30～16：00 200円 くまの・みらい交流館
ぱたから�：� ２月 ６ 日㈬13：30～16：00 200円 中溝コミュニティーセンター

子育て支援センター
　　　エンゼル通信

子育て支援センター・ファミリーサポートセンター
　（くまの・こども夢プラザ内）　 820-5502　 855-0805
　開設日時（※年末年始、祝日除）：月～金曜日 9：30 ～ 17：00
　　　　　　　　　　　　　　　　　第２土曜日 9：30 ～ 11：30
　〈子育て相談　月～金曜日　13：00 ～ 17：00〉

親子で楽しく遊び、子育て仲間と交流し、学び合いながらゆ
とりある子育てができるよう応援しています。親子はもちろ
んのこと、孫育て中のおじいちゃん、おばあちゃんもぜひご
利用ください。

●子育て支援センターの主な予定（いずれも 11：30 に終了）

●パステルルーム　地域での活動拠点としてご利用いただけます。
　※ パステルルーム開催日にくまの・こども夢プラザ内子育て

支援センターでも「おひさまルーム」を行います。

●おひさまルーム
　上記日程以外の日の９：30 ～ 11：30
●「パパとおひさま」（毎月第２土曜日）9:30～11:30
　 パパも「おひさま」デビューしてみませんか?もちろんご家族もOKです!

●ほっとるーむ（月～金曜日13：00～15：30）
　※15日（火）はありません。
　※第３水曜日のみほっとるーむベビー（11カ月までの乳児対象）
　ベビーマッサージ（14：00～）ほっとるーむベビーの中で行います。
　持バスタオル１枚、ベビーオイルまたは保湿剤（なくても可）
　　飲み物（水分補給）　　 無料　※予約不要
●「うたとおはなしの広場」（第1・3金曜日14：30～15：00）
　 絵本の読み聞かせや季節の歌、作って遊べる簡単工作もあります。
●モグモグ教室
　栄養士が離乳食の終わりから幼児食についてお話します。
　保健師による個別相談もできます。
●マスカットキッズ
　ふたご以上のお子さんと家族の交流の日です
●お誕生会　毎月１回お誕生月のお子さんをみんなでお祝いしています。

※いずれの事業も変更する場合があります。
※子育て支援センターの予定表または電話でご確認ください。実施日 開始時間 場　　所

17日（木） ９：30 中央ふれあい館

実施日 開始時間 行事（講師・敬称略）

15日（火） 10：30 子育て懇談会（金澤綾子）

18日（金） ９：30 とことこエンゼル（１歳～１歳 11 カ月）

24日（木） 10：30 モグモグ教室（おひさまルーム内）

25日（金） ９：30 わくわくキッズ（２歳以上）

29日（火） ９：30 マスカットキッズ（おひさまルーム内）

30日（水） 11：00 １月生まれのお誕生会

２月５日（火） ９：30 ふわふわベビー（妊娠中～ 11 カ月まで）

２月６日（水） 10：30 子育てなるほど講座「睡眠」
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熊野町介護予防・ボランティアポイント事業を開始します
　豪雨の影響により開始時期を延期していたポイント事業を、平成31年１月から開始します。

？ 熊野町介護予防・ボランティアポイント事業とは
　高齢者などの健康づくりや介護予防の地域活動を推進するため、ボランティア活動や、健康づくり・
　介護予防活動の実績に応じてポイントを付与し、集めたポイント数によって奨励金を支給します。

毎年１月１日時点で熊野町に住所を有する40歳以上の人

▽ポイント付与期間
　毎年１年間（平成31年１月１日から平成31年12月末まで）

▽参加方法
　高齢者支援課窓口で発行する「すこくま手帖」のポイント台
　紙ページに活動の取組み実績に応じてスタンプを押印し、ポイ
　ントがたまったら、奨励金支給申請ができます。
※ポイントは、スタンプ１個につき100ポイントです。
※奨励金の支給は、ポイント付与期間終了後の１月中に申請
　してください。（交換は5000ポイントが上限です。）

？ ポイント付与の対象となる活動（登録団体はホームページに記載）
　熊野町に事前に登録したポイント付与団体の活動　※活動費補助団体や個人や町外での活動は対象外です。
①町内でのボランティア活動（スタンプ２個）
②町主催の健康・介護予防教室およびイベント（スタンプ１個）
対象となるイベントなどは、今後も町広報やホームページでお知らせします。 高齢者支援課 820−5605

↑「すこくま手帖」ポイント台紙ページ
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【町制施行100周年協賛事業】
「二人でほっこり写真コンテスト」開催のお知らせ

　町制施行 100 周年を記念して、家族・夫婦・友達など（合計年齢が 100 歳以上）の微笑ましい姿（写
真）を募集します。

町内外を問わずどなたでも

▽応募要項
　・被写体が２人合わせて 100 歳以上の人物写真　※本人（被写体）の承諾を得たもの。
　・サイズ ：A4・カラー写真で、平成 31 年１月～２月末の間に撮影されたもの。
　・入選作品の版権は主催者側に帰属する。　※応募作品は返却されませんのでご了承ください。
　・応募は一人３点までとし、入賞は一人１点まで。

▽応募方法
　 応募票（公民館・健康センターなど町内の各公共施設にて配布）に必要事項をご記入のうえ、

写真を添えて、熊野町東部地域健康センターまでご提出ください。
▽応募期間 ：平成 31 年１月４日（金）～２月 28 日（木）まで。

▽審査委員会 ：熊野町、熊野写真同好会、ＮＰＯ法人きらら会

▽審査発表 ：平成 31 年３月 21 日（木）町民会館にて。

▽作品展示 ：平成 31 年３月 22 日（金）から東部地域健康センターにて。
〒 731–4211　熊野町新宮二丁目 12 −１　熊野町東部地域健康センター写真コンテスト係

　　 820 − 5580

第四小学校 第三小学校 第二小学校 第一小学校


